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　中医協総会（田辺国昭会長）は５月
29日、2020年度診療報酬改定に向け、
働き方改革への対応を中心に議論を
行った。全日病会長の猪口雄二委員は、
人手不足と医師・医療従事者の働き方
改革が病院に与える影響の大きさを強
調。診療報酬改定で、各病院が効率化
や合理化の取組みを進められるよう、
施設基準や算定要件の緩和とともに、
人件費が増加する分の診療報酬での手
当てを求めた。これに対し、診療側か
らは同調する意見が相次いだが、支払
側の委員からは、「働き方改革への対
応で入院基本料や加算を引き上げるの
はおかしい」との反発があった。
　医師の働き方改革では、医師に対す
る時間外労働規制が2024年度から適用
される。それまでに医師の時間外労働
を年間960時間以内とする必要がある。
救急医療を担っているなど特例が認め
られる病院でも、年間1,860時間を超
えることはできず、連続勤務時間制限
やインターバルの導入など追加的な健
康確保措置も義務化される。今後、労
務管理の徹底や医師以外の職種へのタ
スクシェア・シフト、業務の効率化、
医療機関間の連携・機能分化などを進
めることで、医師の労働時間の短縮を
目指すが、これらを行う原資を確保す
る上で、診療報酬での対応が重要にな
る。
　診療報酬改定では、これまでも勤務
医の負担軽減の取組みや多様な働き方
に対応する改定を行ってきた。特に、
前回改定では、施設基準や算定要件の
緩和を含め様々な見直しがあった。
　厚生労働省はこれらの取組みを進め
ている中で、今回医師の働き方改革が
明確に定まったことを踏まえ、今後の
議論の参考となる資料を示した。基本
的には、医療機関内での取組みと地域
全体での取組みに分けて、課題や論点
を提示した。
　医療機関内での取組みは、「院内で
の労務管理や労働環境のマネジメント
システムを機能させる必要がある」と
し、例えば、前回改定では総合入院体
制加算において、医療従事者の負担軽
減・処遇改善に資する体制の整備を要
件に加えたことを示した。また、個別
の取組みでは、◇タスク・シフティン
グの推進◇人員配置の合理化◇チーム

医療・複数主治医制等の推進◇書類作
成・研修要件等の合理化─をあげた。
　地域全体の取組みでは、働き方改革
の影響が特に懸念される救急医療、小
児・周産期領域の体制を課題とした。
救急医療については、「第三次救急医
療の中でもより質の高い医療を提供す
る医療機関への重点的な評価」、「診療
所における救急患者への診療の評価」
を行っているとした。小児・周産期領
域については、「再編統合を含む集約
化・重点化が必要とされている。診療
報酬においては、手厚い人員配置等に
対する評価を行っている」と説明した。

猪口委員が病院の効率化・合理化で
報酬引上げ含め様々な見直しを要望
　厚労省の説明を受け、猪口委員が発
言した。まず、医師の働き方改革によ
り、医師の増員など人件費の増加は明
らかであるとして、「入院基本料の引
上げを考えてほしい」と述べた。次に、
医師事務作業補助体制加算について、
医師の負担軽減策に効果があると評価
した上で、99床以下の病院の67％が届
出をしていないことを指摘。「年間の
緊急入院患者数や手術件数の要件が厳
しい」と述べ、要件緩和を要望した。
　様々な診療報酬項目で「専従」の医
師・看護師の配置が要件となっている。
このことに対しては、「『専従』は100％
その仕事に従事していなければならな
い。もう少し弾力的に見直してほしい」
と述べた。また、常勤薬剤師２人以上
の配置を求める病棟薬剤業務実施加算
は、一人配置の場合の評価を設けるべ
きとした。事務の効率化・合理化では、
ICTの活用を含め、「書類作成・研修
要件等の合理化」などを前回改定に引
き続き、進めていくことを求めた。
　最後に、救急医療管理加算の見直し
などを念頭に、救急医療体制の評価に
ついて、「二次救急医療機関を都道府
県がどのような考え方で指定している
かを踏まえないと、全国一律の救急医
療の評価をどう設定すべきかを決めら
れない」と指摘。厚労省に実態把握を
求めた。
　これらの意見に対し、他の診療側の
委員も「これまでの勤務環境改善策で
設けた加算等は中小病院にとっては取
りにくい面があった」と指摘し、改善

を求めた。また、介護保険に関わる問
題として、「要介護認定の際の主治医
意見書が大学病院の先生にとって負担
で、認定が遅れがちであるとも聞いて
いる。介護の必要性を記述するものな
ので、大学病院の医師が書くよりも、
かかりつけ医が書いたほうがよいので
はないか。かかりつけ医に連絡し、書
いてもらうことを診療報酬で評価すれ
ば、急性期の大病院の勤務医負担軽減
につながる」との意見も出た。
　一方、支払側の委員からは反発が
あった。健康保険組合連合会の委員は、

「働き方改革への対応で生じる費用は、
診療報酬を上げて患者が負担するので
はなく、ICTも活用した病院のマネジ
メントの向上や職員の意識改革で対応
すべきもの。そのような効率化の取組
みを阻害しているものを取り除くため
の見直しは必要と理解する。だが、入
院基本料や加算を引き上げるのはおか
しい。地域全体の取組みでは、地域医
療構想を推進し、医療機能の分化・連
携などで効率化するとともに、大病院
の定額負担対象病院拡大などで患者の
行動変容を起こし、外来の機能分化を
進めて、大病院の外来受診を減らすこ
とが必要になる」との趣旨の意見を述
べた。
　これに対し猪口委員は、「今の診療
報酬は様々な要件でがんじがらめにさ
れているので、それを実態に合うよう
現代化して、病院がマネジメントの向
上に取り組める診療報酬にする必要が
ある」と返した。日本医師会の委員は、

「加算の引上げなどで対応するのはお
かしいとの意見には、明確に反対する」
と述べた。

がん遺伝子パネル検査２品目を了承
既存点数を準用し５万６千点
　中医協総会は同日、がん遺伝子パネ
ル検査の２品目を了承した。がん患者
の遺伝子を網羅的に調べて、遺伝子異
常変異をみつけ、診断や治療方針決定
に役立てる。これまでにない先進的な
検査で、複雑なプロセスを要するため、
全国11カ所のがんゲノム拠点病院と
156カ所の連携病院に限定されるが、
将来的には、全国どこでもがんゲノム
医療を受けられる体制を目指す。新た
な治療法につながるため、患者の遺伝

子情報はがんゲノム情報管理セン
ター」（C-CAT）に提出する。
　了承されたのは「NCCオンコパネ
ル」（シスメックス）と「FoudationOne 
CDx」（中外製薬）。特定保険医療材料
ではなく、新規技術料で評価するが、
設定は診療報酬改定時となるため、既
存点数を準用する。準用するのは、「遺
伝学的検査「３」処理が極めて難しい
もの」（８千点）、悪性腫瘍組織検査

（６千点）、粒子線治療（１万点）で、
検体提出からエキスパートパネルを経
て、レポートを作成し、患者への説明
までの一連のプロセスを合算して、
５万６千点とした。特定の遺伝子を対
象としたコンパニオン検査として行わ
れた場合は、その点数を算定する。
　がん遺伝子パネル検査の結果、治療
薬が選択された場合は、その治療を受
けることになるが、保険収載されてい
ない治療薬も想定され、その場合は治
験や先進医療、患者申出療養が選択肢
となる。
　対象患者は①標準治療のない固形が
ん患者②標準治療が終了となった固形
がん患者。「NCCオンコパネル」の患
者数はピーク時で１万3,127人、市場
規 模 は 年 間73億 円、「FoudationOne 
CDx」の患者数は同１万3,532人、市場
規模は年間75億円となっている。
　検査を実施する医療機関は、原則
C-CATにデータを提出することを要
件としている。現段階でがん遺伝子パ
ネル検査により、治療に直接つながる
遺伝子は限定的である。今後、検査で
得られる遺伝子情報・臨床情報が
C-CATに集められ、解析されること
で、新しい治療法や予後の情報などが
患者に提供されることが期待される。
　一方、遺伝子情報を提供することに
は懸念もある。このため、個人情報等
の取扱いについては、個人情報保護等
関連法令等を遵守するとともに、患者
の求めに応じて検査結果を患者に返却
できる体制を整備することも要件とし
た。また、データの二次利用について
は、患者の同意を得る必要がある。

働き方改革への診療報酬での対応を議論
中医協総会 猪口会長が要件緩和や人件費増の手当て求める

臨床研修病院への実地調査を第三者機関に代替
医道審・臨床研修部会 JCEPを第三者機関に想定

　医道審議会の医師分科会・医師臨床
研修部会（桐野高明部会長）は５月29
日、臨床研修病院の指定継続を都道府
県が判断する際の病院への実地調査に
ついて、第三者機関が実施できること
を了承した。第三者機関は、国がこれ
まで実施してきた訪問調査による評価
や、研修医へのインタビューを行う。
同日は、卒後臨床研修評価機構（JCEP）
からヒアリングを行い、これらを実施
できることを確認した。
　昨年度の医療法等改正により、臨床

研修病院の指定権限が国から都道府県
に移管される。これに伴い、これまで
厚生局が実施してきた臨床研修病院へ
の実地調査も都道府県が実施する。た
だ、都道府県の判断には、評価にばら
つきが生じる懸念が指摘されており、
第三者評価を導入する必要があるとの
意見が同部会から出ていた。一方で、
臨床研修病院は1,000施設以上あり、
2020年度以降に第三者評価を一律に設
けるのは難しい状況にある。
　厚生労働省は今回、「臨床研修病院

の指定の継続の可否を判断するために
都道府県が行う実地調査については、
第三者機関による評価に代替できるこ
と」を提案。委員から了承を得た。
　ただし、第三者機関に代替できるの
は、①国がこれまで訪問調査で実施し
てきた評価項目を評価し、研修医への
インタビューを行う②研修部会報告書
に基づき、総合評価をこれまでの３段
階評価から４段階評価で行う─場合に
限ることも決めた。
　同日は、第三者評価の実施機関とし

て想定されるJCEPからヒアリングを
行った。
　全日病副会長の神野正博委員は、こ
れまでの評価項目の評価や研修医への
インタビューなどとあわせ、第三者評
価の機能を果たせるかを岩崎榮専務理
事に質問。「可能」との回答を得た。ま
た、神野委員は、「実地調査の代替」の
部分と「改善を目的とする機能」を切
り分け、「改善」の部分は病院が費用負
担するなど、整理が必要と指摘した。



（2） 2019年（令和元年）6月15日（土） 全日病ニュース

　厚生労働省の「オンライン診療の適
切な実施に関する指針の見直しに関す
る検討会」（山本隆一座長）は５月31日、
オンライン診療で緊急避妊を行う場合
の要件などを大筋で了承した。対面診
療を基本とし、オンライン診療は「地
理的な要因のほか、性犯罪による対人
恐怖がある場合」に限る。まずは地域
の産婦人科を受診することを求めるこ
とにした。安易な緊急避妊薬の入手に
つながらないよう体制を整える。ただ、
対象を広げるべきとの意見もあり、調
整する。
　同検討会は、政府の規制改革推進会
議などから寄せられるオンライン診療
の様々な要件緩和の要望を検討するな
ど、「オンライン診療の適切な実施に
関する指針」の見直しを検討している。
　オンライン診療は初診対面診療が原
則だが、オンライン診療だけで完結で
きる事例の要望が出ている。具体的に
は、◇男性型脱毛症（AGA）◇勃起不
全症（ED）◇季節性アレルギー性鼻炎

◇性感染症◇緊急避妊薬が検討対象と
なった。これまでの議論で、緊急避妊
薬以外は初診対面原則の例外とは認め
られず、見送りが決まっている。
　一方、緊急避妊薬は認める方向で議
論が進んだ。予期せぬ妊娠を防ぎたい
女性に対応することと、安易な避妊薬
の入手につながらない体制整備を図る
ため、その条件を詰めていた。
　今回、厚労省はこれまでの議論を踏
まえ、緊急避妊薬の適切な服用に向け
た体制を整理するとともに、オンライ
ン診療における対応を整理した。
　緊急避妊薬の入手については、まず
は「地域の産婦人科医を受診すること」
を基本とした。インターネットや自治
体を通じて、対面診療可能な医療機関
を紹介し、受診では産婦人科医や研修
を受けたかかりつけ医などが対応する。
　例外として、オンライン診療の対象
となるのは、「近くに受診可能な医療
機関がない場合（地理的な要件のほか、
性犯罪による対人恐怖がある場合）」

とした。その場合でも、様々な要件を
設ける。また、内服後３週間後には産
婦人科を受診してもらい、オンライン
診療で完結させない。受診しない事例
も想定されるが、その事例を含め、医
療機関には当面数年間の全例のフォ
ローアップを求める。
　具体的な要件・取組みでは、◇処方
する医師を産婦人科医師と研修受講医
師に限定◇研修受講者を厚労省ホーム
ページで公表◇薬剤師の前での一錠の
みの内服等ルール整備◇インターネッ
トパトロール等を通じた不適切広告へ
の指導◇薬剤師に対する産婦人科研修
強化◇臨床研修医の研修項目に追加─
を明示した。
　厚労省の提案に対し、NPO法人
COMLの山口育子委員は、「例外とす
る条件に、精神的な負担がある場合を
入れて、もう少しハードルを下げてほ
しい。対面受診に抵抗感のある場合の
対応が必要」と述べた。
　ただ、ハードルを下げることについ

ては、慎重な意見が多かった。オンラ
イン診療を実施している医師は、「診
療であることに変わりはなく、オンラ
イン診療であれば、精神的負担が軽減
するということはないと思う」と指摘。
その上で、「オンライン診療が有効な
のはアクセスの容易さであるが、処方
箋を郵送し、在庫がある薬局に行くま
での時間を考えれば、対面診療と比べ、
時間が短縮されるとはいえない」と説
明した。
　日本産婦人科医会の参考人は、「産
婦人科は最近女性医師が増えている。
特に、お産ではなく、緊急避妊薬に対
応する婦人科で増加傾向にある。同じ
女性であれば、精神的な負担も軽減さ
れるのではないか」と述べた。また、「オ
ンライン診療だから、24時間夜中でも
アクセスできるというのは幻想」と産
科医療の現状を訴えた。

緊急避妊薬は原則対面診療。オンラインは例外
厚労省・オンライン診療指針見直し検討会 対人恐怖がある場合等に限る

　厚生労働省は５月23日の社会保障審
議会・介護保険部会（遠藤久夫部会長）
に、今年３月末時点での介護医療院の
開設状況を報告した。３月末時点で
「150施設・１万28床」であることがわ
かった。委員からは、移行支援策が「不
十分」との意見や、市町村が介護保険
料への影響を懸念し、医療療養病床か
らの意向に消極的になることへの対応
を求める意見が出た。
　転換元の施設は、介護療養病床が最
も多く、65.8％（97施設・6,602床）、

次いで、介護療養型老健施設18.3％（31
施設・1,833床）、医療療養病床15.8％（45
施設・1,589床）となっている。
　なお、介護療養病床は2019年１月末
時点で981施設・４万968床あり、2023
年度までに介護医療院をはじめとする
他の施設に移行させることが法律で決
まっている。
　これらの結果に対し、委員からは、
「医療療養病床からの移行が、市町村
の介護保険財政にどういう影響を及ぼ
しているのか。移行に支障が生じてい

るのであれば、国の支援を検討してほ
しい」との要望が出た。
　また、2018年度介護報酬改定効果検
証の調査で、転換等が未定の介護療養
病床に対する質問で、「2021年度介護
報酬改定の結果を見て判断する」が４
割に上ったことに対し、「2018年度改
定の移行定着支援加算は、あまり効果
がなかったのではないか」との指摘も
あった。
　また、部会の下に、厚労省が「介護
分野の文書に係る負担軽減に関する

ワーキンググループ」の設置を提案し、
了承された。介護分野の文書に関し、
負担軽減のため、共通化・簡素化を検
討し、必要に応じて、様式などを見直
す。
　昨年６月に閣議決定された「未来投
資戦略2018」で介護分野の文書の削減
の方向性が掲げられていた。６月以降
に開催し、２～３回議論を行い、12月
に中間とりまとめを行う予定だ。

３月末時点の介護医療院は150施設・１万28床
社保審・介護保険部会 介護医療院の開設状況を報告

　厚生労働省は６月６日、「特定機能
病院及び地域医療支援病院のあり方に
関する検討会」（遠藤久夫座長）に、議
論の整理案を示した。しかし、特定機
能病院についても地域医療支援病院に
ついても整理案には様々な異論があり、
まとまらなかった。特に、すべての地
域医療支援病院に医師派遣機能を求め
ることに反対が相次いだ。医師少数区
域などで勤務した医師だけが管理者に
なれる地域医療支援病院を一部とする
か、全部とするかで意見が分かれてい
る。
　2018年に成立した改正医療法等で、
医師少数区域などで勤務した医師を厚
労大臣が認定し、この認定を受けた医
師であることを一定の管理者の要件に
することを決めた。管理者要件の対象
となる病院は、医療従事者の需給に関
する検討会・医師需給分科会の第４次
中間取りまとめで、「地域医療支援病
院のうち医師派遣・環境整備機能を有
する病院」としていた。しかし、厚労
省は地域医療支援病院の要件を変更し、
すべての地域医療支援病院を対象病院
とすることを提案している。
　地域医療支援病院の要件見直しは、
医師需給分科会の第２次中間取りまと
めで、地域医療支援病院に医師少数区
域などを支援する機能が求められてい
ると整理したことを踏まえている。
　現状でも、７割程度の地域医療支援

病院が医師派遣などを実施していると
いう。具体的には、73.7％が「巡回診
療の実施」、「医師派遣機能（代診医の
派遣を含む）の実施」、「総合診療の部
門を持つ」のいずれかを満たしていた。
　また、医師派遣を支える医療機関に
対する経済的インセンティブとして、
「医師を送り出す医療機関等、認定医
師によって質の高いプライマリ・ケア
等が提供される医療機関等、認定制度
の実効性を高める医療機関」について
は、税制・補助金・診療報酬上の評価
を検討すべきとの考えも示していた。
　現在、地域医療支援病院は診療報酬
で患者の入院初日に1,000点を加算で
きる。その代わりに様々な機能が求め
られるが、認定要件がより厳しくなれ
ば、補助金等の優遇がある公立・公的
病院より民間病院が厳しくなる。地域
医療支援病院の認定要件を変更すれば、
認定病院の数が増減すると想定され、
診療報酬にも大きな影響を与える。
　このため、委員からは、「地域医療
支援病院が４機能（①紹介患者への医
療提供②医療機器の共同利用③救急医
療④医療従事者への研修）をすべて満
たす必要があるのか疑問。地域医療支
援病院は一定の役割を終えたので、廃
止し、４つの機能は個別に診療報酬で
評価したほうがよい」との意見も出た。
　厚労省は今回、地域医療支援病院の
新たな要件として次の３つを示した。

◇医師少数区域等における巡回診療の
実施◇医師少数区域等の医療機関への
医師派遣機能（代診医の派遣を含む）
の実施◇総合診療の部門を持ち、プラ
イマリ・ケアの研修・指導機能を持つ
─である。
　この提案に対して、委員から異論が
出た。すべての地域医療支援病院に医
師派遣機能などを追加することについ
ては、「二桁に近い地域医療支援病院
のある医師多数区域がある一方で、地
域医療支援病院がひとつもない医師少
数区域がある。また、地域医療支援病
院でない病院が医師派遣機能を担って
いる地域もある。地域によって事情が
異なり、一律に要件を追加することに
は反対」といった意見が出た。
　一律に要件を設ければ、その地域が
医師少数区域でない場合に、他の地域
に医師を派遣しなければならなくなる。
全日病副会長の中村康彦委員は、「民
間の一般社団法人の地域医療支援病院
の立場としては、地域を越えて医師を
派遣しなければならないというのは、
厳しい」と訴えた。これに対し厚労省
は、３つの要件について、地域の実情
に応じて、要件を変更できるようにす
る選択肢があるとの見方を示した。
　地域医療支援病院に対しては、かか
りつけ医などを支援する要件も加える
方針が示されている。都道府県知事に
より、地域の実情に応じて追加できる

要件との位置づけだ。具体的には、地
域医療構想調整会議で地域医療支援病
院の機能を協議し、都道府県医療審議
会を経て、その機能の実施を求める。

特定機能病院の第三者評価でも異論
　特定機能病院に対する第三者の評価
のあり方についても、厚労省が、方向
性を示した。しかし、様々な意見が出
て、まとまらなかった。
　特定機能病院の要件見直しの議論で
は、ガバナンスや医療安全に関し、第
三者機関の評価を受けることを必須と
する方針。だが、「受審すること」を要
件とするか、「（第三者評価の）認定を
受けること」を要件とするかで意見が
分かれている。今回、厚労省は「受審
すること」を要件とすることを提案し
た。
　仮に、「認定」を要件にすると、第三
者評価の有無が承認要件の可否に直接
影響する。国は実施機関を定め、厳し
く監督する必要がある。厚労省は、病
院が医療の質向上のため、独自に第三
者評価に取り組むことが望ましいとの
観点を含め、「受審」を要件とし、複数
の実施機関から、病院が主体的に選択
することが望ましいとの考えを示した。
　第三者評価で基準に満たないと指摘
された事項は、改善することを「努力
義務」にする。しかし、「努力義務」で
は不十分とする意見が相次いだ。

全地域医療支援病院に医師派遣機能を求めることに異論
厚労省・特定機能及び地域医療支援病院検討会 議論の整理案示される
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　根本匠厚生労働大臣が本部長を務め
る「2040年を展望した社会保障・働き
方改革本部」は５月29日、取りまとめ
を行った。2040年に向けて医療のサー
ビス改革を実施し、医師の単位時間
サービス提供量を７％以上改善するこ
とを目指すと決めた。医療法人の経営
統合等の際に必要な経営資金の優遇融
資制度を今年度中に創設し、2020年度
から実施することも示した。
　今年10月に予定される消費税率10％
への引上げにより、これまで政府が進
めてきた2025年を目標とした社会保
障・税の一体改革が一区切りを迎える。
厚労省は、2025年の先として2040年に
向けて社会保障のあり方を検討するた
め、「2040年を展望した社会保障・働
き方改革本部」を昨年10月に設置した。
　2025年を目指した社会保障改革では、
急増する高齢者人口にどう対応するか
が課題だったが、2040年には、社会保
障の支え手・医療等のサービスの担い
手になりうる現役世代の人口が急減す
ることが大きな課題となる。
　改革本部は、総就業者数を増やすと
ともに、より少ない人手で医療と福祉
の現場が回るように生産性を向上させ
ることが必要との考えを示し、「健康
寿命延伸プラン」、「医療・福祉サービ
ス改革プラン」、「就職氷河期世代活躍
支援プラン」を決定した。2040年に向
けた目標と具体的な施策を示している。
　医療・福祉サービス改革プランでは、
①ロボット・AI・ICT等の実用化推進、

データヘルス改革②タスクシフティン
グ、シニア人材の活用推進③組織マネ
ジメント改革④経営の大規模化・協働
化―の４つの改革を実施して、医療・
福祉分野の生産性向上を図る方針を示
した。2040年時点で、医療・福祉分野
の「単位時間サービス提供量」を５％、
医師については７％以上、改善させる
ことを目指すと明記した。
　そのための施策の主なものをみると、
ICTの実用化を推進し、保健医療情報
を全国の医療機関等で確認できる仕組
みをつくる。医療的ケア児の緊急時に、
医療関係者が迅速に必要な患者情報を
共有できる仕組みを構築する。
　介護分野へのICT導入を推進し、医
療と介護の情報連携に向けた検討を行
う。
　オンラインによる服薬指導のあり方
について、薬機法の改正状況やガイド
ラインの整備状況等を踏まえて、次期
以降の診療報酬改定における評価を検
討する。
　オンライン診療についても、有効性・
安全性に関するデータを踏まえ、次期
以降の診療報酬改定における評価を検
討する。
　タスク・シフティングを推進するた
め、人材育成に取り組み、2023年度末
までに外科等の領域の特定行為研修修
了者を１万人にすることを目指す。特
定行為のパッケージ研修を実施する指
定研修機関数は、2023年度末までに約
400カ所に増やすことが目標だ。

　経営の大規模化・協働化を進めるた
め、医療法人と社会福祉法人それぞれ
の合併等の好事例を2019年度中に収集
して分析し、2020年度に公表する。
　医療法人の経営統合・運営の共同化
に向けたインセンティブの付与を行う
ため、今年度中に優遇融資制度を創設
し、2020年度から実施する。
　医療機関の勤務環境改善に向けて、
病院長を対象としたトップマネジメン
ト研修を実施する。
　一方、「健康寿命延伸プラン」では、
2016年時点で男性72.14年、女性74.79
年である健康寿命を、2040年までに男
女ともに３年以上のばすことを目指す
と明記した。慢性腎臓病診療連携体制

の構築や先進事例の展開を通じて、
2028年までに年間新規透析患者数を
３万5,000人以下に減少させることも
目指す。
　根本厚労大臣は、「とりまとめを踏
まえ、この夏の骨太の方針、未来投資
戦略に必要な政策を盛り込むとともに、
今後の制度改正や概算要求等により具
体化を図りたい。社会保障の持続可能
性を確保するために、給付と負担の見
直しについても引き続き検討を進めた
い」と述べた。

2040年に向けた医療・福祉サービス改革プランを決定
厚労省・2040年社会保障改革本部 医師のサービス提供量７％改善

　厚生労働省の医療従事者の需給に関
する検討会の「看護職員需給分科会」
（尾形裕也座長）は６月３日、看護職
員確保について議論した。看護補助者
が減少している実態が報告され、確保
策を議論した。
　厚労省は、看護職員確保に向けて、
働き続けられる職場環境づくりの推進
などを論点に示した。
　看護職の夜勤負担について、病院に
勤務する正規雇用の看護職員の19.1％

が夜勤を実施していないことを厚労省
は報告した。一方、「夜勤免除者がど
の程度だと勤務体制を維持するのに支
障がないか」を病院の看護師長に聞い
たアンケート調査結果では、「５～
10％」との回答が最も多かった。
　厚労省は、夜勤を含め、看護職員の
業務の効率化・負担軽減を図るため、
看護補助者を確保し、効果的に活用す
るための方策を議論するよう求めた。
　看護補助者は、2013年までは増加し

て約20万人に達したが、2014年に減少
に転じ、2016年時点では18万6,300人
だ。看護補助者について「必要量を満
たすだけ配置できていない」とする医
療機関は37.3％だった。募集しても集
まらないのが実態だ。報酬上では、
2018年度診療報酬改定で、看護補助加
算が引き上げられている。
　日本医療法人協会副会長の太田圭洋
委員は、「病院医療における看護補助
者の位置づけを考えてほしい。国のマ

クロの需給推計の対象に、病院内の看
護補助者を入れて、対策を立ててもら
いたい」と主張した。他の委員から「職
種としての位置づけを明確にすべき」
との意見も出された。
　看護補助者については、今年度の厚
生労働科学特別研究事業で、実態調査
を行う予定だ。
　また、厚労省は、有料職業紹介事業
者による看護師の紹介手数料を報告し
た。2017年度の１件当たり手数料は平
均で60万5千円。紹介手数料全体では
319億7千万円に上った。
　委員からは、「本来は医療に使うべ
き原資がそちらに流れてしまってい
る」と改善を求める声があがった。

減少する看護補助者の確保策を議論
看護職員需給分科会 実態調査も今後実施

　厚生労働省の「妊産婦に対する保健・
医療体制の在り方に関する検討会」
（五十嵐隆座長）は６月６日、意見書
をまとめた。今年１月から凍結されて
いる妊婦加算を含め、妊産婦への健康
管理や妊産婦が安心できる医療体制の
あり方を示した。妊婦加算については、
妊産婦への配慮で特段の要件を求めな
い現行のままで再開することは、「適
当でない」と指摘。妊産婦への診療を
評価するのに必要な要件や新たな名称
が中医協で議論されることを期待した。
　2018年度診療報酬改定で導入した妊
婦加算は、加算の趣旨に反するような
事例や、妊婦の自己負担の増加に対す
る批判があり、2018年秋以降、SNSや
新聞、ニュースなどで頻繁に取り上げ
られた。このため、同年12月に根本匠
厚労大臣は当面の間、妊婦加算の算定
を見合わせることを決めた。
　意見書では、「妊産婦の診療につい
ては、通常よりも慎重な対応や胎児や

乳児への配慮が必要であり、妊婦に対
する通常よりも丁寧な診療を評価す
る」という妊婦加算の趣旨を踏まえ、
単に妊婦を診療したという事実のみで
加算される現状の妊婦加算が、「その
ままの形で再開されることは適当では
ない」と明記した。
　妊産婦への配慮としては、「診療・
薬の内容について、文書を用いて説明
を行ったり、産婦人科の主治医への情
報提供を適切に行うことが重要であ
る」ことを示した。
　一方、同検討会の議論では、一部の
医療機関は妊産婦の受診を敬遠するこ
とも明らかになった。すべての医療機
関が妊産婦に配慮した診療を行えない
ことを踏まえ、「妊娠中・産後のコモ
ンプロブレムに対応可能なかかりつけ
医を持つことを妊産婦に勧める必要が
ある」として、具体的な配慮の形を例
示している。
　例示では、①妊娠に配慮した診察・

薬の内容について文書を用いて説明し
ている②妊婦の診察に関する研修等を
受けている③母子健康手帳を確認して
いる④産婦人科の主治医と連携してい
る─を示した。このような配慮の形を
実施できる医療機関を「妊産婦の診療
に積極的な医療機関」と位置づけ、子
育て世代包括支援センターなどの自治
体や分娩取扱い施設を通じて、妊産婦
に周知することが必要とした。
　今後、中医協が妊婦加算の評価のあ
り方を議論するに当たって、これらの
配慮の形が参考になると考えられる。
　また、検討会の議論では、母子健康
手帳を医療関係者の情報共有の手段と
して積極的に活用すべきとの意見が出
た。ただ、現行の母子健康手帳は感染
症の罹患など機微な個人情報が記載さ
れているなど、情報共有の手段として
は想定されていないため、厚労省は改
訂を行う場合の課題を整理するとの考
えを示している。母子健康手帳の多言

語化などは進めていく。
　妊婦加算に対しては、「配慮が感じ
られないのに加算された」といった不
満以外に、余計に自己負担がかかると
いう点にも批判があった。このため委
員からは、「各自治体が支援すべき」と
の意見が出た。ただ、意見書としては、
「引続き検討すべき」との文言にとど
めた。一方で、妊産婦だと費用が増え
ることが「子どもをほしいと思う人に
とって、ディスインセンティブになら
ないようにする」対応は必要とした。
　妊婦健診で自己負担が発生しないよ
うな工夫や、産婦健康審査の拡充は検
討課題とした。現行の支援制度を情報
提供する必要性も明記された。

特段の要件を求めない現行の妊婦加算は「適当ではない」
厚労省・妊産婦保健医療体制検討会 意見書をまとめ、中医協の議論に期待
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一冊の本　book review

ケアするまちのデザイン
著者●山崎亮
発行●医学書院
定価●2,000円＋税

　現在、国は地域医療構想と地域包括ケアシ
ステムという二大政策を推し進めている。病
院としては、地域住民の健康を守るセーフ
ティーネットとして、雇用を通じた地域経済
の中心地として、そして何よりも地域住民か
ら信頼され選ばれる病院となるために、大きな責任感をもってこれらの政
策に取り組んでいる。一方で、地域包括ケアシステムの構築がなかなかう
まく進まないという声も少なくない。
　本書では、コミュニティデザインという視点からまちづくりをされてい
る山崎亮氏と、先進的な地域包括ケアの取組みを行っている方々との鼎談
をまとめたものであり、大きなヒントがたくさんちりばめられている。年
月をかけて、じっくりと人と人の関係がつくられた結果の地域包括ケア（地
域共生社会）であることは、非常に参考になることと思う。ぜひご一読い
ただき、参考にしていただきたい。

　日本専門医機構（寺本民生理事長）
は５月27日の会見で、来年度の専門医
研修で募集する専攻医数の都道府県診
療科別のシーリング（上限設定）案を、
理事会で了承したことを報告した。各
学会は新たに導入する連携（地域研修）
プログラムとあわせ、研修プログラム
を９月中下旬までに作成。厚生労働省
の医道審議会医師分科会医師専門研修
部会の了承を得た上で、10月の募集開
始を目指す考えだ。
　現行では、東京をはじめ大都市のあ
る５都府県のみのシーリングだった。

診療科別に上限を設けることはこれま
でにない試みで、大きな見直しといえ
る。一方で、激変を避ける観点から、
上限数は基本的に、実績を下回らない
数字とした。その代わりに、シーリン
グ対象外の都道府県で半分以上の研修
期間を設ける連携（地域研修）プログ
ラムを一定数組み込むことで、地域偏
在の拡大を避ける。
　さらに、連携（地域研修）プログラ
ムのうち、2016年時点のデータで、医
師充足率が８割以下の都道府県での研
修を「都道府県限定分」と位置づけ、

一定数加える。なお、基本診療領域の
中で、外科・産婦人科・病理・臨床検
査・救急科・総合診療は医師数自体が
少ないことなどを理由に、シーリング
の対象から外される。
　寺本理事長はシーリングについて、
「専門医制度により医師偏在を解決す
ることはできないが、偏在の拡大は避
けなければならない。2024年に規制が
施行される医師の働き方改革にも対応
する必要がある」と述べた。
　また、シーリング案を了承した理事
会では、各学会の委員から、募集人数

などを決める基になる厚労省のデータ
に対し、診療科や地域の特殊事情が反
映されていないとの疑義が出たという。
今回は、厚労省の示したデータをその
まま採用するものの、新たに協議会を
設けて、データの検証を行う。協議会
には、機構や学会関係者のほか、厚労
省や社会統計の専門家も加わる予定だ
という。

専攻医の都道府県診療科別シーリングを了承
日本専門医機構 データを検証する協議会も設置

■ 現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページをご参照ください）
研修会名（定員） 日時【会場】 参加費 会員（会員以外） 備考

病院医療ソーシャルワーカー研修会
� （100名）

2019年7月27日（土）、28日（日）
【AP 市ヶ谷 Learning Space 7F 
A ルーム】

21,600円（29,160円）
（税込）

（昼食代、資料代含む）

日本医療社会福祉協会との共催。組織や地域における医療ソーシ
ャルワーカーの機能や役割を学ぶことを目的に開催し、今回はワ
ークショップ形式で実施。参加者には「受講修了証」を発行する。

医療 ITの今後―特に FHIRの動向に
ついて―研修会� （100名）

2019年７月30日（火）
【全日病大会議室】

5,400円（8,640円）
（税込）

医療 IT の相互運用性、携帯性、２次利用を目的に標準化が検討さ
れている。FHIR は、EHR や PHR の基盤として ss － MIX2とは
異なる意義があり、医療情報の標準規格としての動向が急速に注
目されている。

院内医療事故調査の指針�事故発生時
の適切な対応研修会� （70名）

2019年８月17日（土）、18日（日）
【全日病大会議室】

27,000円（32,400円）
（税込）

（昼食代、書籍代含む）

平成23・24年度厚生労働科学研究費補助金事業の「医療事故発生
後の院内調査の在り方と方法に関する研究」を受託し、その成果を

「院内医療事故調査の指針第２版」として出版。同指針を教材に、
院内事故調査を円滑に実施するための考え方と方法を習得する。

　日本医療安全調査機構（髙久史麿理
事長）は５月31日、「入院中に発生した
転倒・転落による頭部外傷に係る死亡
事例の分析」を発表した。入院中の転
倒・転落で患者が死亡した11件の調査
報告書を６テーマで分析。８つを提言
した。明らかな異常を認めなくても、
頭部CT撮影を行うことや、保護帽の
使用など頭部外傷を防ぐ取組みを示し
た。リスクの高い患者が増え、現場が
疲弊していることから、多職種が連携
する体制整備なども提言している。
　2015年10月から始まった医療事故調
査制度では、院内で起きた医療事故を
同機構が運営する医療事故調査・支援
センターに報告し、医療機関が院内調
査を実施する。調査報告書はセンター
に集積され、それを分析し、公表する
ことにより、再発防止を目指す。なお、
医療機関や医療事故の遺族は、セン
ターにも調査を依頼できる。
　今回、2018年12月までの３年３カ月
間に提出された908件の院内調査の報
告書の中で、11件の「入院中に発生し
た転倒・転落による頭部外傷にかかる
死亡事例」を取り上げ、分析した。
　分析は、①転倒・転落後の診断と対
応②転倒・転落時に頭部への衝撃を和
らげるための方法③転倒・転落リスク
④情報共有⑤転倒・転落予防に向けた
多職種の取組みにテーマを分けて行っ
た。その上で、８つを提言した。
　転倒・転落後の診断と対応では、高
齢化や抗凝固薬・抗血小板薬の使用率
の増加により、転倒・転落後の頭蓋内
出血のリスクが高いと推定されるため、
診察や画像検査を速やかに行うことを
推奨した。明らかな異常を認めなくて
も、頭部CT撮影を行うことを勧めて
いる。初回CTで何らかの出血の所見
がある場合は、急速に増大する危険性
があるため、数時間後に再度、頭部
CTを撮影することを考慮すべきとの
記述も加えた。

　厚生労働省の「非感染症疾患対策に
資する循環器病の診療情報の活用の在
り方に関する検討会」（永井良三座長）
は６月５日、大筋で報告書をまとめた。
救急搬送の現場や診療提供体制の構築
に役立てるため、脳卒中や心血管疾患
など循環器病の実態を把握するデータ
ベースを作成する。当面はモデル事業
で実施。その後、全国規模のシステム
構築を見込む。来年度予算の概算要求
に盛り込む方向で調整している。
　2018年12月に「健康寿命の延伸等を
図るための脳卒中、心臓病その他の循
環器病に係る対策に関する基本法」が
成立。基本的施策として情報の収集提
供体制の整備を求めた。現状では、循
環器病分野の政府統計や学会等のデー
タ収集は限定的で、公衆衛生施策に役
立てるには不十分と指摘される。
　このため、国立循環器病研究セン
ターを念頭に、「循環器病情報セン

入院中の転倒等の死亡事例を分析 循環器病の診療情報の収集でデータベース
日本医療安全調査機構 厚労省・循環器病診療情報検討会６テーマで８つの提言 情報センターを設置

ター」を設置。三次救急から二次救急
までを担う関連学会が認定する医療施
設や救急救命センターなど、協力を得
られる医療施設を対象に診療情報を収
集する。施設数は１千施設程度を想定
している。費用負担は今後検討する。
　診療情報の収集は患者の同意を得た
場合とする。収集した情報は個人が特
定されないよう匿名化し、民間事業者
の活用も見込み、広く活用できるよう
にする。NDBなど他のデータベース
と連結できるシステム設計も委員から
求められた。
　過去に入院した患者と同一人である
かを把握するため、その判別をどう行
うかも課題としている。また、データ
の偏りを防ぐため、死亡事例の情報も
集める。
　診療情報の登録項目案も、脳梗塞や
脳出血、急性冠症候群、急性大動脈解
離など疾患別に示している。

　常勤の脳神経外科医師がいない病院
や時間帯では、脳神経外科手術が可能
な病院に転送できる体制を構築すべき
とした。
　転倒・転落時に頭部への衝撃を和ら
げるための方法としては、衝撃吸収
マットや低床ベッドの活用のほか、患
者・家族の同意の上で、保護帽の使用
の検討をあげた。
　転倒・転落リスクについては、「リ
スクが高い場合には対策を講じている
病院がほとんどであるが、ベッド周囲
の環境整備、患者介助の仕方、睡眠薬
などの薬物使用、人員配置に課題があ
る」と指摘している。
　高齢者や認知症などのリスクの高い
患者の増加に伴い、少ない看護人員体
制の中で、ケアや転倒・転落予防対策
を講じる必要があり、「現場の疲弊に
つながっている」とも明記した。その
上で、看護師以外の看護助手や介護士
の増員の検討を提案した。
　特に、転倒・転落リスクの高い患者
へのベンゾジアゼピン（BZ）系薬剤な
ど抗精神薬の慎重な使用を求めた。
　また、入院患者の病態は、転棟・転
院など環境の変化を含め、変わること
から転倒・転落リスクも変化する。こ
のため、医療スタッフ間における情報
共有の重要性を指摘した。
　最後に、多職種の取組みとして、転
倒・転落リスクの高い患者に対するア
セスメントや予防対策について、「医
師や看護師、薬剤師、理学療法士、作
業療法士、介護福祉士などを含めた多
職種で連携して立案・実施できる体制
の整備」を提言した。
　総論として、高齢者の転倒・転落は
様々な原因で発生する「老年症候群」
の一種であり、完全に予防することは
不可能と指摘。しかしながら、リスク
評価や対策を講じ、「転倒・転落後に
頭部外傷がある場合には、適切な対応
がなされることが望まれる」とした。
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